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裁決事例研究 

平成21年6月27日 

税理士 吉田利彦 

 

国際定期航空券販売取引の免税取引該当性 
        平成２０年４月２日裁決  

         裁決事例集 第７５集６５９頁 

 

 

１．事実の概要 

 

 本件は、審査請求人が、国際線チャーター便に係る取引及び国際線定期航空券に係る取引

を、免税取引に当たるとして消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ、原処分庁（○

○税務署長）が当該取引はいずれも国内における役務の提供であると認められるので課税取

引に当たるとして、消費税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤

りがあるとして同処分等の全部の取り消しを求めた事案である。 

  

 国税不服審判所の裁決は、国際線チャーター便に係る取引は、外国航空会社の日本総代理

店に対する国内における役務の提供の結果、その対価として手数料を得ていたとみるのが相

当であるとして、課税取引に該当すると認定した。 

 国際線定期航空券に係る取引は、格安航空券だけの取引となり、各旅行業者が審査請求人

から提示された価格表に基づく代金で航空券の購入を審査請求人に申し込み、審査請求人が

承諾すれば航空券の売買が成立したとみるのが相当であるとの判断を示し、消費税法上、航

空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引に当たると認定した。 

 

 

認定事実より抜粋 
 

（１）国際線チャーター便取引 

   

請求人は、平成１７年３月１日に、Ｇ社と同社が日本における総代理店を務める外国航空

会社のチャーター便に係る○○地域の販売に関して、チャーター便販売契約を締結した。 

 

事実１【本件チャーター便販売契約に関する契約書には次のように記載されている。】 

 

①Ｇ社は請求人の販売地域を特定し、独占的にその業務を委託する。 

 

（ただし）販売地域の決定、変更については、Ｇ社と請求人において協議の上、定める

ものとする。 

また、Ｇ社は、請求人に業務上必要となる航空券その他の書類の提供を行う。 

 

②Ｇ社と請求人は、別途販売手数料の料率を協議の上、取り決めるものとする。 

 

③請求人は、Ｇ社が総代理店契約を受託する航空会社と競合する航空会社の販売代理をＧ社

の許可無く行ってはならない。  

 

④本件チャーター便販売契約書の「附則」において、本件手数料を定めている。 

 



 2

  

事実２【平成１７年７月１３日付けのＪ社との包括旅行業者による航空機貸切契約】 

 

（Ｊ社：運航者） ⇔ （Ｇ社） ⇔ （包括旅行企画業者：用機者） 

               

請求人は立会人として署名している 

 

本件貸切契約書には、次のように記載されている。 

 

本件貸切契約書には、平成１７年７月１３日、用機者と運航者との間で作成されたものであ

り、当事者双方は、以下の事項について合意した。 

 

Ａ航空機、Ｂ貸切スペース、Ｃフライトスケジュール、Ｄ貸切料金 

 

事実３【請求人から原処分庁所属の調査担当者に提出された平成１８年３月７日付けの「弊

社チャーター事業部の業務内容報告書」と題する書面には、チャーター便の申込みか

ら出発までの業務経過が記載されており、その内容は次のとおりである。】 

 

①包括旅行企画業者に対して、出発並びに搭乗券の引渡しの内容及び時間・機種変更時にお

ける説明 

②空港への乗客名簿の提出及び空港との打合せ並びに変更時の対応 

③機内食、新聞雑誌の手配 

④キャンセル客の処理 

⑤出発当日の搭乗券引渡し、出発及び現地到着確認 

⑥帰国時の帰着客、帰り荷の確認 

 

事実４【本件チャーター便取引に関する代金決済】 

 

請求人が依頼のあった包括旅行企画業者に対して旅行代金を請求し、その代金請求後に、

請求人はＧ社あてに「精算／送金明細表」と題する書面を作成し、許可運賃及びマークアッ

プに係るデストリビューター（請求人）販売手数料として、包括旅行企画業者に対する販売

合計額から、本件チャーター便販売契約書どおりの販売手数料を差し引いた額をＧ社に送金

し、決済している。 

 

事実５【請求人の本件課税期間に係る総勘定元帳の記載状況】 

 

売上げ、仕入れとも「本件国際航空券取引」「本件チャーター便取引」に部門区分されて

いる。 

課税区分欄には、売上５％とそれ以外のものを区分している。 

 

 

（２）国際航空券取引 

 

請求人は、航空会社がパッケージ・ツアー等の旅行商品を企画する旅行業者に旅行の素材

として割当てた国際航空券（航空券、宿泊及び地上手配を包括して販売することを条件とし

た個人包括旅行運賃が適用されるもの）を宿泊及び地上手配を付けずに航空券だけ（エア

ー・オンリー）で取引するいわゆる格安な航空券（本件国際航空券）を取り扱っている。 
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請求人は、本件国際航空券の発券等を扱う旅行業者（本件各発行業者）から「Ｋ」と称す

る本件国際航空券の価格表を半年ごとに提示されている。 

 

請求人は、本件各旅行業者ごとに異なる本件国際航空券の価格表を作成し、本件各旅行業

者に提示している。 

 

事実１【請求人が審判所に提出した本件国際航空券取引の１件別明細である「Ｌ」のうち、

平成１７年5月分の取引】 

 

（発券業者） ⇔ （請求人） ⇔ （各旅行業者） 

        ②       ① 

        ③       ④ 

        ⑤       ⑥           

        ⑦       ⑧ 

 

①請求人は、本件各旅行業者から、特定の便に係る本件国際航空券の予約申込を受ける。 

②請求人は、当該申込に基づいて本件各発券業者に対して、予約を行う。 

③請求人は、本件各発券業者から予約内容の確認を受ける。 

④請求人は、本件各旅行業者に対し、予約内容の確認を行う。 

⑤請求人は、最終的に予約内容の確認を行った後に、本件各発券業者に発券及び請求書の発

行を依頼する。 

⑥請求人は、本件各旅行業者に対して請求書を発行する。 

⑦請求人は、本件各発行業者に対して請求金額を支払い、本件国際航空券の引渡しを受ける。 

⑧請求人は、本件国際航空券の代金受領と引き換えに、本件国際航空券を引き渡す。 

 

※本件各旅行業者と請求人との間では、本件国際航空券販売に関する取次ぎという役務の提

供に対する対価を支払う旨の契約等はない。 

本件各発券業者と請求人との間では、本件国際航空券販売に関する委託契約等はない。 

それぞれ本件売上価格表及び仕入価格表に基づいて、本件国際航空券に係る取引が行われ

ている。 

 

事実２【請求人の記帳状況】 

 

請求人は、本件各旅行業者から収受する代金全額を、総勘定元帳において売上として、 

本件各発券業者に対する支払額を、総勘定元帳において仕入と記載している。 

 

事実３【平成１６年１１月１日付のＭ社と業務委託契約】 

 

①請求人は、Ｍ社との間で業務委託契約を締結し、日本発着定期便の航空券及び同便利用の

主催旅行、ユニット販売の業務を委託し、委託料を支払った。 

②請求人は、Ｍ社に対する委託料を、総勘定元帳の仕入高のページの「課税区」欄において

「非課税仕入」として区分している。 

③請求人の総勘定元帳は、消費税に関する課税区分が摘要欄に記載され、また、担当部署ご

との記載はされている。 

しかし、課税仕入れについて、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以

外の資産の譲渡等のみに要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共

通して要するものに、区分表示されていない。 
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２．争点 

 

 本件チャーター便取引及び本件国際航空券取引が、消費税法上、課税取引であるか否かに

争いがある。 

 

 

３．両者の主張 

 

（１）原処分庁の主張…請求人の行う取引は国内における役務の提供と認められ、課税取引

に該当する。 

 

（国際線チャーター便に係る取引について） 

 

①請求人が行う国際線チャーター便に係る取引は、チャーター便販売契約書記載の条項によ

れば、国内において委託販売に係る受託者として役務の提供を行う業務である。 

 

②本件チャーター便取引に係る販売手数料の額は、当該業務に係る売上高と仕入高との差額

と認められ、当該販売手数料の額に１０５分の１００を乗じた金額が課税資産の譲渡等の

対価の額となる。 

 

（本件国際航空券取引について） 

 

①国際線定期便航空券に係る取引は、国内において、請求人に国際航空券の手配依頼を行う

各旅行業者に対し、取次ぎ（自己の名をもって他人のために法律行為をなすこと。）とい

う役務の提供を行っている。 

 

②本件国際航空券取引に係る役務の提供の額は、当該取引に係る売上価格と仕入価格の差額

に相当する額と認められ、当該差額に１０５分の１００を乗じた金額が課税資産の譲渡等

の金額になる。 

 

③請求人は、原処分庁に対して、請求人の仕入先業者が請求人に販売手数料を支払ったこと

になるとした上で反論を展開しているが、原処分庁が販売手数料としているのは、飽くま

でも売上価格と仕入価格との差額であり、仕入先業者が請求人に販売手数料と称するもの

を支払うことを指すものではない。 

 

④請求人が主張する○○協会発行の参考文献に掲げられている取引は、その取引に係る事実

関係が不明であり、本件における国際航空券の取次ぎという役務提供であるところの取引

と取引形態が同一のものかが不明であることから、当該参考文献における取扱いを直ちに

本件に適用するのは相当ではない。 

 

 

（２）請求人の主張…請求人の行う取引は、国際航空券の売買取引であり非課税取引に該当

する。 

 

（国際線チャーター便に係る取引について）  

 

①本件チャーター便取引は、国際航空券を一便ごとに一括で仕入れ、売上先である本件各旅

行業者に販売しているものであり、当該取引は、国際航空券の販売である。 
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②販売手数料とは、売上に対して一定額・一定率で収受するものであり、請求人の取引は、

売上高と仕入高の差額を収益とし、それらは一定額・一定率ではないことから販売手数料

とは認識できない。 

 

（本件国際航空券取引について） 

 

①本件国際航空券取引は、国際航空券を発券業者から仕入れ、これらを本件各旅行業者に販

売しており、国際航空券の販売である。 

 

②請求人の仕入価格は、仕入先と請求人との間で協議の上で決定している。また、売上価格

も、これまでの取引実績を考慮して請求人が売上先ごとにそれぞれ決定する。よって、仕

入価格、売上価格とも請求人が独自に決定したものであり、仕入先は売上価格を、売上先

は仕入価格を知ることはない。同じ仕入先の同一便の航空券であっても、売上先により価

格が異なることとなる。 

 

③役務の提供の対価は消費税法基本通達１０－１－１２に定められているとおり、委託者か

ら受ける委託販売手数料の額である。 

原処分庁は、当該通達で記している委託者は誰か、委託販売手数料の金額がいくらかを明

示もせず、売上価格と仕入価格の差が手数料だとしているが、当該通達からは当該差額が

委託手数料と読み取ることはできない。 

 

 消費税は一取引ごとに売上価格に係る仮受消費税の額、仕入価格に係る消費税の額をそ

れぞれ計算するものであり、原処分庁の理論では、当社が受け取ったとされる消費税の支

払者は、当社に支払ったとされる手数料の金額も消費税の金額も知ることができず、消費

税の支払者においてその会計処理ができないことになる。 

 

④○○協会発行の「旅行業者のための消費税・印紙税実務」においては、「航空会社と契約

のある旅行会社が行う航空券の発行は不課税であり、二次卸業者及び三次卸業者が行う航

空券の売買取引は、いずれも非課税取引である」旨の見解が示されていることからすれば、

請求人の行う取引は国際航空券の売買取引であり、非課税取引である。 

 

 
４．裁決及び本裁決の論理 

 

（本件チャーター便取引に関する判断） 

 

裁決「本件チャーター便取引は、国内における役務提供であるので、消費税法上、課税取引

に該当する。」 

 

本件裁決の論理 

 

認定事実によれば、請求人は、Ｇ社との間で販売契約を締結し、外国航空会社とのチャー

ター便販売契約の○○地域における代理店として、 

①包括旅行企画業者に対しチャーター便販売の営業活動を行い 

②外国航空会社の日本における総代理店と包括旅行企画業者との本件貸切契約に際しては

立会人として署名し 

③チャーター便の出発までの各種手配及び出発当日から帰国までの現地確認を行い 
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④一定の料率で本件手数料を計算し、本件手数料以外の収益についてはすべてＧ社に送金し、

代金決済している 

 

①～④より、本件チャーター便取引は、請求人がチャーター便の販売をＧ社から委託され、

当該販売業務の対価として一定の料率で本件手数料を得ていたものと認められる。 

 

 Ｇ社とチャーター便販売契約を締結して、Ｇ社に対して役務の提供を行っていた。 

 

 請求人は包括旅行企画業者に対して国際航空券を販売していたのではなく、Ｇ社との契約

にもとづいて包括旅行企画業者に対して出発並びに搭乗券の引渡しの案内及び時間・機種変

更時における説明や空港への乗客名簿の提出及び空港との打合せ並びに変更時の対応など

の役務の提供を行っていた。 

  

 請求人は包括旅行企画業者と直接契約を結んでいない。 

 

 請求人の行っていた役務提供の場所は（認定事実より）国内である。 

  

 本件チャーター便取引は、消費税法4条①「国内において事業者が行った資産の譲渡等に

は、この法律により、消費税を課する。」 

 に該当するため本件取引は消費税法上、課税対象の取引である。 

 本件チャーター便取引は、消費税法６条（非課税）および別表に記載されている取引では

ないので非課税取引ではない。 

 

 

（本件国際航空券取引について） 

  

裁決「本件国際航空券取引は、消費税法第６条①に規定する別表第一第４号ハに掲げる物品

切手に該当することから、その売買である本件国際航空券取引は、非課税取引と認め

られる。」 

 

本裁決の論理 

 

①請求人は、本件各旅行業者に対して本件売上価格表を提示し、本件各旅行業者から本件国

際航空券の申込を受けると、本件各発券業者に対して、本件仕入価格表に基づいて発券の

申込みを行い、本件国際航空券を各旅行会社に引渡し、これに対して、本件各旅行業者が

本件売上価格表に記載された価格に相当する金員を請求人に支払っている。 

 

②請求人は、本件売上価格表を、自己の計算に基づいて作成している。 

 

③請求人と本件各旅行業者との間では、本件国際航空券の取引に関して、本件国際航空券販

売に関する取次ぎという役務の提供に対する対価を支払う旨の契約等は認められない。 

 

④取次ぎにおける経済的効果は委託者に帰属するにもかかわらず、本件国際航空券取引にお

いて、請求人が航空券を廉価で購入できた効果は請求人に帰属することになる。（航空券

を安く買えば、請求人の儲けが大きくなるので。） 

このことから、本件取引は法令で使用している「取次ぎ」であるとは認められない。  

 

①～④より、本件国際航空券取引は、本件各旅行業者が請求人に対して、本件売上価格表
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課税取引（税率４％） 

消費税の課税の対象となるもの   課税取引 

（課税対象取引：法４条）            免税取引（法７条） 

商品・サ－ビスの輸出、 

国際運輸、国際通信 

 

（取引）     

                       非課税取引（法６条、別表１，２）…土地の譲渡・  

貸付、社会保健医療など法律により限定

列挙されている。 

       

消費税の課税の対象とならないもの 

（課税対象外取引） 

例）・事業者以外が行う取引…給与所得者の行う労働の提供、消費者が行う手持品等

の販売 

・対価性の無い取引…保険金、共済金、寄付金等の授受。会費、慶弔費の授受等。

・国外取引 

の価格に相当する金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこ

れを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成

立したとみるのが相当である。 

 

法令解釈より 

国際航空券は消費税法施行令１１条（物品切手に類するものの範囲）に規定する「役務の

提供に係る請求権を表彰する証書」 

に該当するため、物品切手に該当するものと解される。 

 

よって、本件国際航空券取引は、消費税法６条①、消費税法施行令１１条より非課税取引

である。 

また、本件国際航空券取引は非課税取引であるので、消費税法７条（輸出免税等）①「事

業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについて

は、消費税を免除する。」に該当しないので輸出免税に関する判断も行っていない。 

 

 
５．研究 

 

（１）本件の意義と判例上の位置付け 

 

 本件の意義は、非課税取引と免税取引の概念の相違を確認できる点である。 

 

消費税法上の非課税と免税の異同－消費税法の構造 

  

 

 

非課税と免税の違い 

 

①同じ点 非課税取引も免税取引も消費税が０円（消費税がかからない）の取引である。 
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②異なる点 

 

【非課税取引】 

・課税の対象となる取引の中で、性質的政策的に消費税を課さない取引である。 

・「土地の譲渡及び貸付」、「有価証券等の譲渡」、「金融・保険取引」等。 

・原則として、非課税売上に対する仕入税額の控除ができない。 

例）１００万円の株を購入して手数料１０，５００円（内消費税額５００円）を支払った

のち、その株を１５０万円で売ったとしても、手数料にかかる消費税５００円を仕入

税額控除できない。 

・課税売上割合の計算において分子に含めない。 

 
              課税売上げ（税抜き）＋免税売上げ  

 課税売上割合＝ ―――――――――――――――――――― 
            課税売上げ（税抜き）＋非課税売上げ＋免税売上げ 

  

 

・消費税の逆進性への対策 

 

「わが国の消費税では、米、魚、野菜、水等を含めて生活必需品やサービスに広く課税する。

保健医療や学校の授業料などに対して非課税措置はおいているものの、きわめて限定的であ

る。とりわけ、土地の譲渡や貸付、預金の利子等、その性質上消費税課税になじまないもの

も含めて、非課税措置として列挙する形となっている。したがってこうした例を除けば、本

来の意味で逆進対策としての非課税措置は皆無に等しいといえる。」（北野２４５頁） 

 

 

【免税取引】 

 

・課税取引である。税率が０％なので、消費税の金額も０円である。 

・商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供など。 

・原則として、免税売上に対する仕入税額の控除ができる。 

例）１０５万円（内消費税５万円）で仕入れた車を海外へ１２６万円で輸出した場合、そ

の売上は免税取引になるので、仕入にかかった５万円の消費税を仕入税額控除できる。 

・課税売上割合の計算において分子に含める。 

・仕向地課税原則と国境税調整 

「消費税は、消費地課税原則（仕向地課税原則：国際取引の対象となる物品やサービ

スは仕向地、つまり実際に消費される国で課税される方式）に基づく課税方式を採用す

る。したがって、課税対象物品やサービスのクロス・ボーダー（国際）取引については、

それらが実際に消費される国（輸入国）で課税する方式を採る。国境税調整のため、輸

出国側では課税を免除する。このように、消費税を輸出しないための制度を輸出免税と

いう。」（北野２４６頁） 

  

「仕向地主義のもとでは、輸出品は、原産地国の消費税を免除され、仕向地国の消費

税を課されるから、消費税の負担に関する限り、仕向地国および他の国々の製品と全く

同じ条件で競争しうることとなり、税制の国際的中立が確保される。」（金子５４２頁） 

 

「輸出・輸入の両方について国際貿易に歪みを生じさせないようにすることが、その

国に国際的な責務として求められていると考えてよいだろう。」（浦東 １７頁） 
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※原産地課税主義 

・低税率国が輸出面で有利になる。 

・消費者が輸入品を購入することにより自国の税負担を免れることができる。 

                ↓ 

      税負担の国際的公平の観点より仕向地課税原則。 

 

 

 

（２）本裁決の合理性の検討 

 

①本件チャーター便取引について 

 

本裁決は、請求人の行った取引が消費税法上はどのような課税関係になるかを決定するた

めの事実認定の問題と考える。（航空券の販売か、国内における役務の提供か？） 

 

本裁決に賛成。
  

ⅰ経済的取引事実 

 

 （平成１７年３月１日の取引）  

・Ｇ社は請求人の販売地域を特定し独占的にその業務を委託している。 

・Ｇ社と請求人は別途販売手数料の料率を協議の上取り決めている。 

・請求人は、Ｇ社が総代理店契約を受託する航空会社と競合する航空会社の販売代理を

Ｇ社の許可無く行ってはならない。（競合した場合はＧ社の販売代理を優先する。） 

・本件手数料は「附則第２条」に記載されている。 

 

 （平成１７年７月１３日の航空機貸切契約） 

   Ｊ社（運行者）と包括旅行企画業者（用機者）による航空機貨切契約である。 

   請求人は本契約において立会人でしかない。 

 

（平成１８年３月７日付けの「弊社（請求者）チャーター事業部の業務内容報告」） 

・包括旅行企画業者に対して出発並びに搭乗券引渡しの案内及び時間・機種変更時にお

ける説明。 

     ・空港への乗客名簿の提出と空港との打合せ並びに変更時の対応。 

     ・機内食、新聞雑誌の手配。 

     ・出発当日の搭乗券引渡し、出発及び現地到着確認。 

     ・帰国時の帰着客、帰り荷の確認。 

  ・請求人は包括旅行企画業者から受け取った旅行代金から、請求人の取り分を差し引い

た金額をＧ社に送金している。 

 

ⅱ 私法上の法律構成 

 

平成１７年３月１日の取引より、本件チャーター便契約の当事者は請求人とＧ社であ

る。また、請求人はＧ社の許可無く航空会社の販売代理を行うことが出来ない。（自己

の計算においてチャーター便取引を扱うことが出来ない。）                   

      平成１７年７月１３日の航空機貸切契約より、請求人と包括旅行企画業者は直接契約

関係に無い。 

       平成１８年３月７日付けの業務報告より、請求人の行っている行為は航空券の販売で
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はなく、役務の提供である。 

       したがって、本件チャーター便取引は、Ｇ社に対する役務提供契約と解する。 

 

    ⅲ 税法の発見と解釈 

      

      消費税法４条① 

請求人の取引は、「国内において、事業者が事業として、対価を得て行う、資産の

譲渡等（役務の提供）に該当する」ため、消費税法４条①に該当し本件チャーター便

取引は課税の対象となると解する。 

       

      消費税法７条（輸出免税等） 

       請求人の取引は、消費税法７条①「国内において行う課税資産の譲渡等」には該当す

るが、Ｇ社に対する役務提供であるため「次に掲げるもの」（法７条三「国内及び国内

以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信」）には該当しない。 

      したがって、免税取引には該当しないと解する。 

 

      以上のことから、本件チャーター便取引に関しては本裁決に賛成します。 

     

      

    ②本件国際航空券取引について 

 

       本裁決は、請求人の行った取引が原処分庁の主張するように取次ぎなのか、請求人の主張

のように国際航空券の譲渡なのかについての事実認定の問題である。 

       但し、仮に請求人が本件取引を免税取引と主張する場合には、法令解釈の問題も存在する

と考える。 

 

請求人が、国際航空券取引を消費税法上の非課税取引と主張するのみならば、

あえて本裁決に反対はしない。しかし法令解釈的には反対の部分もある。 

  

       

 ⅰ 本件取引事実と事実認定 

・各旅行業者は請求人に対し国際航空券の予約申込を行う。 

・請求人は発券業者に対し予約を行う。 

・発券業者は各旅行業者に対して予約内容の確認を行う。 

・請求人は国際航空券の発券と請求書の発行を依頼する。 

・請求人は発券業者より代金と引き換えに国際航空券の引渡しを受ける。 

・請求人は各旅行業者に対して代金と引き換えに国際航空券を引き渡す。 

   ・請求人は自己の計算のもとに本件売上価格表を作成している。 

 

ⅱ 私法上の法律構成 

 

  各旅行業者は国際航空券の予約申込を発券業者ではなく請求人に行っている。また、

請求人は発券業者に対して予約を行っている。これら二つの行為に関しては取次ぎとい

う契約はなく、別個独立した申込である。 

発券業者は各旅行業者に対して航空券を引き渡すのではなくて、請求人に対して国際 

航空券を引き渡し、請求人が各旅行会社に対して国際航空券を引き渡している。これら

二つの行為に関しても取次ぎという契約はなく、別個独立した引渡しである。 
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  本件国際航空券の代金の支払については、発券業者および請求人が自己の計算のもと 

に代金を決定していること、請求人は発券業者に本件仕入価格表にある金額を支払い、 

各旅行業者は請求人に本件売上価格表にある金額をそれぞれ支払っている。 

   

したがって、本件国際航空券取引は、 

請求人と発券業者の航空券の売買契約（請求人にとっては航空券の仕入）と 

請求人と各旅行業者の航空券の売買契約の二つの独立した契約である。 

 本件取引は売買契約であると契約解釈することができる。 

 

ⅲ 税法の発見と解釈 

 

  本件取引は消費税法４条①に該当し、課税対象取引であるといえるか。 

 

  【法令解釈の問題】 

 

  消費税法６条（非課税） 

   法６条①「国内において行われる資産の譲渡のうち、別表第一に掲げるものには、

消費税を課さない。」 

    

   別表第一（第６条関係） 

 四 次に掲げる資産の譲渡 

  ハ 「物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表

彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他政令で

定めるもの（別表第二において「物品切手等」という。）の譲渡」 

  

    消費税法施行令１１条（物品切手に類するものの範囲） 

    「法別表第一・第四号ハに掲げる政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸   

付に係る請求権を表彰する証書とする。」 

 

 

 消費税法６条および消費税法施行令１１条により「役務の提供に係る請求権を表彰

する」ものが物品切手とされるならば、国際航空券は航空会社に役務の提供を行って

もらうことを表彰するものであろうことから、物品切手と言えるであろう。 

 消費税６条によれば、物品切手の譲渡は消費税法上非課税取引であるから、裁決の

ように本件国際航空券取引は非課税取引と理論付けることができよう。 

 仮に請求人が、本件国際航空券取引が非課税であるという結論を求めているのであ

れば、請求人は自己の主張どおりの裁決が下されたのであるから、あえて採決に反対

はしない。 

    しかし、請求人は本裁決のような結論を主張したかったのかは疑問である。それは、 

   消費税法上の非課税と免税では一見同じように見えても、両者には大きな違いが存在

するからである。本件国際航空券取引を非課税取引であると判断されると、請求人の

課税売上割合は９５パーセント未満となり、消費税の計算上仕入税額控除できる金額

が減少し、請求人にとって不利な結果となる。自己にとって不利益となる主張を行う

とは考えられないので、ひょっとしたら請求人は、本件国際航空券取引は免税取引で

あると主張したかったのではないかと考える。 

     

   私見ではあるが、国際航空券を単に条文の文言のみから物品切手と判断するのはい

かがなものであろうか。物品切手の譲渡が非課税取引である理由は、二重課税の防止
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であろう。例えば、商品券やテレホンカードについては、使用期限が特に設けられて

いない点、誰でも使うことが出来る点で、発行時および譲渡時には消費という行為が

確定していないと考える。消費税とは、「物品やサービスの消費に担税力を認めて課

される租税をいう」のであるから、消費が確定していない段階では消費税をかけない

ことが相当であるため、物品切手の譲渡は非課税取引であると規定したのではなかろ

うか。しかし、国際航空券に関しては使用できる便は確定している上に、国際航空券

を利用できる人間も決まっているのではなかろうか。そういう意味では、国際航空券

はその譲渡の時期において消費が確定していると考える。したがって、国際航空券は

物品切手であるという判断はいかがなものであろうか。 

    国際航空券が物品切手であるとして、もし旅行者が何らかの理由で国際航空券を使

用できなかった場合は、その国際航空券はいつ消費ざれたとされるのであろうか。商

品券、テレホンカードも使用時には課税仕入れとして仕入税額控額控除を行うのでは。 

 

    本裁決に関しての私見 

 

ⅰ 消費税法６条及び消費税法施行令１１条の文言のみから国際航空券を物品切

手と判断するのは消費税法が消費に担税力を求めることに反するのでは。 

    ⅱ 国際航空券の譲渡を消費税法６条の範囲から外し、課税取引と考えることで 

     消費税法７条三の射程に入る余地が出てくると思われる。 

    ⅲ 消費税法７条三では「国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しく 

     は貨物の輸送又は通信」は消費税を免除する取引である。 

    ⅳ 上記ⅰ～ⅲより、本件国際航空券取引に関して、事実認定は裁決と同様に国際

航空券の譲渡であると考えるが、法令解釈の点からは本件国際航空券取引は免税

取引ではないかと考える。 
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